
　さて、今月分の「組合からのお知らせ」を下記のとおり取りまとめ、ご案内いたします。

ご多忙とは存じますが、皆さまにご周知いただきますようお願い申しあげます。

(1) ・・・P1

(2) ・・・P2

(3) ・ P3～4

(4) ・ P5～7

(5)

・・・P8

(6) ・・・P9

 ◆当組合ホームページ【事務担当者の方へ】に「組合からのお知らせ」の最新号および、

　 バックナンバーを掲載しておりますのであわせてご覧ください。

※各申込書等をFAXしていただく際には、必ず番号をお確かめのうえ、押し間違いの

　ないようお願い申しあげます。

東 実 健 発 第 295 号
令 和 7 年 10 月 15 日

事　業　主　様

東京実業健康保険組合

「組合からのお知らせ」の送付について

　時下、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

　内容等についてご不明な点がございましたら、各担当課までお問合せください。

資格確認書の一斉交付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・

記

・家庭版健保だより『いきいき秋号№63』

　 ホームページ　　https://www.tojitsu-kenpo.or.jp/

令和7年度 契約健診（医療）機関の契約解除について ・・・・・・・・・・・・・

令和7年度 第20回スキー・スノーボード教室のお知らせ ・・・・・・・

契約保養所のご利用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

冊子の送付について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある先発医薬品」

　　　　　　　の処方にかかる患者特別負担（選定療養）について ・・・・・・・・・・・・・・
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(１)資格確認書の一斉交付について 
  

 

日頃より、当組合の事業運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

令和 7年 12 月 2 日より、医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」または「資格確認

書」による資格確認が必要となります。 

これに伴い、「マイナ保険証」を利用できない方を対象に、「資格確認書」を一斉交付いた

します《申請手続きは不要です》。その他、詳細につきましては、随時ご案内いたします。 

 

◆ 資格確認書の一斉交付対象者（有効な健康保険証をお持ちの方） 

1.マイナンバーカードをお持ちでない方 

2.マイナンバーカードをお持ちでも、マイナ保険証の利用登録を行っていない方 

3.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方 

4.マイナ保険証の利用登録を解除した方 

5.当組合にマイナンバーの届出がない方 

 

◆ 資格確認書のデータ抽出 

 • 令和 7年 10 月 8 日（資格喪失等） 

 • 令和 7年 9月末日（マイナ保険証等） 

 

◆ 資格確認書の送付予定月・送付方法 

• 令和 7年 10 月 31 日（予定） 

• 佐川急便の信書便にて事業所宛に送付 

 

 ◆ 資格確認書の有効期限 

  • 令和 11 年 12 月 31 日   ※発行から 4年後の年末まで 

 

 ◆ 事業所ご担当者様へのお願い 

• 加入者の皆様へ「資格確認書」の配付にご協力ください。 

• 令和 7年 12 月 2 日以降の「健康保険証」は回収いたしません。 

  

  
【問合せ】 

組合本部 適用課 03-3663-1361㈹  城西支部 適用係 03-3342-8821㈹ 

城南支部 適用係 03-5537-2400㈹  城北支部 適用係 03-3980-1501㈹ 



　生活習慣病予防健診「施設健診」（A1・B・D1・D2区分）の契約健診(医療)機関に契約解除が

ありましたのでご案内いたします。

●契約解除

契約解除日
都道府
県名 所在地

03-3821-3381

電話番号

東京 令和7年9月1日文京区根津1-16-10

（２）令和７年度　契約健診(医療)機関の契約解除について

コード
番号 契約健診（医療）機関名称

13084
医療法人社団　静晴会
山田胃腸科外科医院総合健診センター

【問合せ】
〒103-8465
東京都中央区東日本橋3－10－4
東京実業健康保険組合 健康管理課
TEL 03-3663-1361㈹ FAX 03-3663-1510
https://www.tojitsu-kenpo.or.jp/
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（３）令和７年度 第２０回 スキー・スノーボード教室のお知らせ 

 

１． 開催期間  令和８年１月２３日（金）～１月２５日（日）２泊３日 
 

２． 開催場所  「ニュー・グリーンピア津南スキー場」 

新潟県中魚沼郡津南町秋成１２３００ 

≪宿泊≫   ニュー・グリーンピア津南 

≪交通≫    電車：ＪＲ上越新幹線「越後湯沢」駅下車、送迎バス所要時間約５０分 

車 ：【関越自動車道利用】 

・東京方面より 

「塩沢石打」ＩＣ、国道３５３・１１７号経由 約５０分 

・新潟方面より 

「越後川口」ＩＣ、国道１１７号経由 約７０分 

【上信越自動車道利用】 

関西・中京・北陸方面より 

「豊田飯山」ＩＣ、国道１１７号経由 約８０分 
 
３． 募集人数  １５０名 
 
４． 参加資格  組合員（当組合の被保険者および満５歳以上の被扶養者） 

※スキー・スノーボード教室に参加される方に限ります。 
 
５． 参 加 費  大 人（中学生以上）      １名 １８，０００円（消費税込） 

子ども（満５歳以上小学生以下） １名 １０，０００円（消費税込） 

【宿泊費、食事（朝食２回・夕食２回）、リフト２日券、スキー・スノーボード 

教室受講料が含まれます。】 
 

６． 教室講師  全日本スキー連盟公認指導員 
 
７． スケジュール 

１月２３日(金) 

18：30～ 

 

 

15：00～ 

17：30～20：00 

宿泊施設のフロントにて受付 

【リフト２日券（23･24 日または 24･25 日）を配布いたします】 

自由滑走 

チェックイン開始 

各自夕食 

1 月２４日(土) 

17：30～09：00 

19：30 

10：00～12：00 

12：00～ 

13：30～15：30 

17：30～20：00 

各自朝食 

ゲレンデ集合(各教室の班分け) 

スキー・スノーボード教室 

各自昼食(自己負担)・休憩 

スキー・スノーボード教室 

各自夕食 

１月２５日(日) 

7：30～ 

  

各自朝食 

※10：00 までに各自チェックアウト後自由解散 

（追加飲食代等はチェックアウト時に各自でご精算ください） 
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８． 申込方法  ●ＷＥＢ申込みの方 

１１月１１日(火)２３：５９までに、当組合ホームページＮＥＷＳ＆

ＴＯＰＩＣＳの「イベント」に掲載する申込専用フォームより、個人・

家族・グループ単位でお申込みください。 

※迷惑メール対策やドメイン指定受信などを設定している方は、受付確

認メールが届かない場合がありますので「＠ｄｙｎａｘ．ｊｐ」の受信許可設

定をお願いいたします。 
 
●ＦＡＸまたは郵送で申込みの方 

１１月１１日(火)（必着）までに専用の申込書に必要事項をご記入の

うえ、ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。 

申込書は、当組合ホームぺージよりダウンロードできます。 
 
９． 参加決定  応募多数の場合は抽選とし、当選された方にのみ１１月２５日(火)に参

加決定通知等を送付いたします。 
 
10． そ の 他  ・現地集合・現地解散となります。 

・往復の交通費、昼食代、スキー・スノーボード用具・ウエア等のレン

タル料は自己負担となります。 

・用具・ウエア等のレンタルは、各自でお申込みください。 

・ＪＲ越後湯沢駅よりニュー・グリーンピア津南まで予約制の無料送迎

バスがあります。発着時間等はニュー・グリーンピア津南のホームペ

ージにてご確認ください。 

・受講種目は、スキーまたはスノーボードどちらか一方になります。 

なお、クラスは種目別に初心者・初級・中級・上級の４クラスから選

べます。 

 

 

≪参加決定後の手続きについて≫ 

参加決定通知等が届きましたら、 

① 参加費を１２月１１日(木)までに同封の払込取扱票にてゆうちょ銀行よりお振込み

ください。なお、お振込み後の返金はいたしかねますのでご了承ください。 

② 「スキー・スノーボード確認書」に希望クラス等をご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送

にてお送りください。 

 

 

  ※当組合機関誌「健保だより」・「いきいき」にご参加の方の写真を掲載させていただく場合があります。 

 

 

 

【問合せ・申込み】 

〒103-8465 

東京都中央区東日本橋 3-10-4 

東京実業健康保険組合 施設課 

TEL 03-3663-1361㈹ FAX 03-3663-1510 

https://www.tojitsu-kenpo.or.jp/ 
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（４）契約保養所のご利用について 

 
 当組合では、「割引契約保養施設」「契約オートキャンプ場」「公的契約保養施設」の３種 
類を契約保養所（補助金対象施設）として各施設と契約しています。利用料金が補助金額

を超える場合に対象となり、年度内５泊までご利用いただけます。ぜひご活用ください。 
 

 

１．対象施設 

【ア】割 引 契 約 保 養 施 設：９８施設 

【イ】契約オートキャンプ場：３６施設 

【ウ】公 的 契 約 保 養 施 設：グリーンピア２施設・船員保険会（センポス）３施設 

※契約施設等詳細は当組合ホームページをご覧ください。  

２．補助金額 

【ア】割 引 契 約 保 養 施 設：組合員１人１泊 ３，０００円 

【イ】契約オートキャンプ場：１サイトまたは１コテージにつき１泊 ３，０００円 

（日帰り利用は補助金対象外） 

【ウ】公 的 契 約 保 養 施 設：組合員１人１泊 ２，０００円 

 

３．利用方法《【ア】【イ】【ウ】共通》 

（１）予約は各施設へ直接お願いいたします。 

・インターネット予約の場合、補助を受けられない施設があります。当組合のホー

ムページまたは施設へご確認ください。 

・予約の際は、東京実業健康保険組合の組合員である旨と申込代表者名および利用

人数をお申し出ください。 

・利用料金（寝具代を含む）が補助金額を超えた場合に限り対象となりますので、

利用料金を必ずご確認ください。 

（２）予約が済みましたら専用の申込書に必要事項をご記入のうえ、利用日の１０日前

までに組合本部施設課へＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。 

（３）組合員の資格および申込内容を確認後、組合承認印を押印した「利用通知書」を

郵送いたします。 

（４）利用日に「利用通知書」を現地フロントへ提出してください。利用料金から「利

用通知書」に記載された補助金額を差引いた料金でご利用いただけます。 
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  ※【ア】割引契約保養施設・【ウ】公的契約保養施設は、利用料金を事前に支払う場合

も対象となります。旅行会社のツアーやインターネット予約等で事前に利用料を支

払い利用する場合は、利用日に「利用通知書」を現地フロントへ提示し「宿泊施設

証明欄」に宿泊証明印を受けてください。利用（宿泊）後、補助金請求書（「利用通

知書」送付時に同封）に必要事項をご記入のうえ、下記添付書類と一緒に組合本部

施設課へ郵送してください。内容確認後、指定口座へ補助金をお振込みいたします。 
 

    ≪添付書類≫ 

・宿泊証明印を受けた利用通知書（原本） 

・利用料金の領収書（写）（旅行会社名、宿泊施設名が記載されているもの） 

 

 

①利用料金を契約保養施設で支払う場合 

 
②利用料金を事前に支払う場合 

（【ア】割引契約保養施設・【ウ】公的契約保養施設） 

 
 

①予 約

組
合
本
部

施
設
課

組
合
員
（申
込
代
表
者
）

各

契

約

保

養

施

設

④利用日にフロントへ

「利用通知書」提出

③「利用通知書」郵送

②予約後、利用申込書提出

組
合
員
（申
込
代
表
者
）

組
合
本
部

施
設
課

各

契

約

保

養

施

設

（旅
行
会
社
等
）

①予 約 ・ 利用料金支払

②予約後、利用申込書 提出

㋐領収書

※④補助金請求の際に必要となります

③「利用通知書」郵送

㋑利用通知書に宿泊証明印をもらう

※④補助金請求の際に必要となります

④補助金請求

必要書類：補助金請求書 ・ ㋐ ・ ㋑
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４．注意事項《【ア】【イ】【ウ】共通》 

（１）ご利用後の申請は補助金の対象になりませんので、必ずご利用前に申請してください。 

（２）キャンセルや変更（メンバー・人数）等につきましては、利用施設および組合本部

施設課へ必ずご連絡のうえ、交付済みの「利用通知書」を組合本部施設課へご返却

ください。変更等の場合は「利用通知書」の再発行が必要となります。 

（３）キャンセル料については各施設にご確認のうえ、各自のご負担となります。 

（４）施設によっては申込方法や利用日により補助金対象にならない場合もありますの

で、予約の際にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ・申込み】 

〒103-8465 

東京都中央区東日本橋 3-10-4 

東京実業健康保険組合 施設課 

TEL 03-3663-1361㈹ FAX 03-3663-1510 

https://www.tojitsu-kenpo.or.jp/ 
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（５）「後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある先発医薬品」 

の処方にかかる患者特別負担（選定療養）について 

 

 

当組合機関紙等でもお知らせしておりますとおり、令和６年１０月から「後発医薬品（ジ

ェネリック医薬品）」があるお薬で、価格の高い「先発医薬品」の処方を希望する場合に、

その差額の４分の１にあたる金額が患者負担に加算されます。 

ジェネリック医薬品に変更することで当組合加入員の皆さまの負担額が軽減され、健保

組合の医療費の削減にもつながります。 

この機会に、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の積極的な利用をお願いいたします。  

 

 

対 象 ・ジェネリック医薬品が登場して 5年以上経過している先発薬 

・ジェネリック医薬品への置き換えが 50％以上となった先発薬 

 

対象外 ・医療上の必要性があって先発医薬品を使う場合 

・薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
【問合せ】 

東京実業健康保険組合  審査部 

ＴＥＬ ０３－３６６３－１３６１㈹ 
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（６）冊子の送付について 
 

 

 今月は下記の冊子を被扶養者のいる被保険者様のご自宅にお送りしています。 

事業主様分として１セットお送りいたしますので、ご確認いただきますようお

願い申しあげます。 

 なお、今季より「家庭用常備薬等あっせんのご案内(申込書)」の、家庭版健保

だより「いきいき」への同封を取り止める運びとなりましたので、併せてお知

らせいたします。 

 

 

 

記 

 

《送付冊子》 

 

・ 家庭版健保だより「いきいき 秋号 №６３」 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

東京実業健康保険組合  企画広報課 

ＴＥＬ ０３－３６６３－１３５１㈹ 

 


